
 

 

  

資料３ 

＜抜粋版＞ 



 

 

Ⅱ 計画の基本的な考え方 

 

１. 計画の理念と目標  

日本国憲法は、基本的人権の尊重を基本理念とし、性による差別をはじめとする一切の差別

を禁止するとともに、すべての国民が「法の下に平等」であり個人として尊重されることを「侵

すことのできない永久の権利」として保障しています。 

また、「男女共同参画社会基本法」は、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合

い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向け、

「男女の人権の尊重」、「社会における制度又は慣行についての配慮」、「政策等の立案及び決定

への共同参画」、「家庭生活における活動と他の活動の両立」、「国際的協調」の５つの基本理念

を定めています。 

本計画は、「日本国憲法」、「男女共同参画社会基本法」及び「八王子ビジョン 2022（2018

基本計画改定版）」にうたわれている理念を尊重し、以下のとおり基本目標を掲げています。 

 

 

 

 

 

  

●基本目標● 

人がひととして尊重されいきいきと暮らせる 

男女共同参画社会の実現をめざして 

Ⅰ  計画の基本的な考え方 Ⅱ  

計
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２. 計画の位置づけと期間  

(１) 本計画は、「男女共同参画社会基本法」第 14 条第３項の規定に基づき、男女共同参画社

会の実現を推進するために、八王子市の行動計画として示すものです。 

(２) 本計画は、ＤＶ防止法第２条の３第３項に定められた市町村基本計画として位置づけ、

「八王子市配偶者からの暴力の防止及び被害者支援基本計画」とします。 

(３) 本計画は、女性活躍推進法第 6 条第２項に定められた市町村推進計画として位置づけ、

「八王子市女性活躍推進計画」とします。 

(４) 本計画は、八王子市基本構想・基本計画である｢八王子ビジョン 2022（2018 基本計画改

定版）｣の個別計画として策定しています。 

(５) 本計画は、八王子市男女共同参画施策推進会議からの意見や平成 29 年度市民意識・実態

調査結果、社会情勢の変化などを踏まえて改定を行っています。 

（６）第３次プランの期間は、平成 26（2014）年度から平成 35（2023）年度までの 10 か年

としていますので、本計画の期間は後期 5 か年の平成 31（2019）年度から平成 35（2023）

年度までとします。 
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平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
年度

計画名

八王子市 基本構想・基本計画 八王子ビジョン2022

男女が共に生きるまち八王子プラン（第３次）

中間改定

中間改定

一部改定版

[女性活躍推進計画]

男女が共に生きるまち八王子プラン（第３次）

2019改定版

八王子市 基本構想・基本計画 八王子ビジョン2022

（2018基本計画改定版）



 

 

3. 計画の特徴 

「平成 29 年度市民意識・実態調査」の結果から、男女共同参画に関する意識の醸成は少し

ずつ進んでいますが、「いまだに性別による固定的な役割分担意識が根強く残っている」、「配

偶者等からの暴力は依然として存在し、被害者が暴力を深刻に受け止めていない」、「女性が働

きやすい就労環境の整備が不十分であり、男性の育児・介護休業の取得率も低いなど、ワーク・

ライフ・バランスが定着していない」などの課題が引き続き存在することがわかりました。ま

た、若年層の性暴力被害の多様化や、格差、貧困の問題など、さまざまな理由から困難な状況

に置かれている人の存在が浮き彫りになりました。このような状況を踏まえ、男女共同参画社

会の実現に向けた新たな取組も加え、引き続き継続した取組を進めていく必要があります。 

本計画の施策を推進するために、以下のとおり取り組みます。 

 

（1）重点的に推進するべき取組 

本計画ではこれまでの 61 の取組を継続して行うとともに、第 3 次プラン策定後に生じた

課題に対応するために取組を整理して、64 取組としました。これらを着実に実施していきま

す。 

なお、男女共同参画推進のためには、市のすべての職員が男女共同参画の視点を持つこと

が重要であることから、次の項目をすべての所管においての取組としています。 

  ・性別によらない職務分担等の推進 

  ・附属機関等への女性の登用推進 

  ・職場におけるワーク・ライフ・バランスの推進 

（2）年次の評価と公表  

本計画の計画期間中、年度毎に進捗状況の評価を行い、市民に公表します。評価にあたっ

ては、第三者機関である八王子市男女共同参画施策推進会議から、評価内容についての意見

や助言をいただき、男女共同参画施策に資する取組に反映していきます。 

 

（3）成果指標と数値目標の設定 

本計画では、計画全体の進捗度を測るために、指標と数値目標を設定しています。 
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4. めざす姿  

基本目標である「人がひととして尊重されいきいきと暮らせる男女共同参画社会の実現をめ

ざして」のもと、以下の 3 つの「めざす姿」を定めています。 

 

 

日本国憲法では、「法の下の平等」がうたわれています。また、男女共同参画社会基本法では、

「男女共同参画社会の実現」を 21 世紀の最重要課題と位置づけています。しかし、人々の意

識の中には、性別による固定的な役割分担意識が依然として根強く残っており、男女共同参画

社会の実現を阻害する大きな要因の一つとなっています。男女共同参画社会の実現に向け男女

平等の意識づくりをすすめ、男女共同参画の意義について市民が理解を深め、性別や年代にか

かわらずだれもが、個性や能力を十分に発揮できる社会をめざします。また、さまざまな分野

で活躍する女性が増加していますが、方針・意思決定の場への女性の参画は十分とは言えませ

ん。一方、家庭での家事・育児・介護などは主に女性が担っており、男性のかかわりは十分で

はありません。男女平等意識を確立し、あらゆる分野で男女が参画できる社会をめざします。 

 

 

 

男女が互いに人権を尊重し、誰もが安心して暮らせる環境をつくることは、男女共同参画社

会を実現していく上で必要不可欠なことです。しかし、配偶者等からの暴力は、依然として存

在しており深刻な社会問題となっています。配偶者等からの暴力をはじめとしたすべての暴力

は重大な人権侵害であり、決して許されるものではないという認識を深め、男女が互いに人権

を尊重し暴力のない社会をめざします。また、近年では、JKビジネス問題など若年層を対象と

した多様化する性暴力の被害や、性的指向・性自認など性に関する偏見や差別により、困難な

状況に置かれている人がいます。こうした実態を踏まえ、人権を侵害する行為が生じないよう

正しい知識の普及と理解の促進を図り、誰もが安心して暮らせる社会をめざします。 

  

めざす姿１ 男女平等意識を確立し、あらゆる分野で男女が参画できる社会 
 

めざす姿２ 男女が互いに人権を尊重し暴力のない社会 
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近年、人々の価値観の多様化や少子高齢化の進行、共働き世帯の増加、生産年齢人口の減少

などにより地域や家庭を取り巻く社会環境は大きく変化しています。しかし、妊娠・出産・育

児のために離職する女性は約5割で、家事・育児や介護などはいまだ女性の負担が大きい状況

です。一方、多くの男性は、長時間労働を強いられ、家庭生活や地域活動にかかわりたくても

かかわれないのが実情であり、男性の働き方の見直しが求められています。このような中、性

別による固定的な役割分担にとらわれることなく誰もが社会に参画し、ワーク・ライフ・バラ

ンスを実現することがきわめて重要です。男女が共に自分らしい生き方を選択でき、あらゆる

世代においてワーク・ライフ・バランスが実現し、男女が安心して、いきいきと生活できる社

会をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
めざす姿３ 

 

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)が実現し、 

男女が安心して、いきいきと生活できる社会 
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5. 体系図  
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男女共同参画の推進
（1）プランの進行管理　（2）男女共同参画センターの運営

（3）国・東京都等との連携

7 男女が共にいきいきと働くた

めの環境の形成
(12) 多様な働き方を支援するための環境の整備

3 仕事と生活の調

和(ワーク・ライ

フ・バランス)が

実現し、男女が

安心して、いき

いきと生活でき

る社会

(11) 男性の家庭生活や地域活動への参画促進

6 ワーク・ライフ・バランスの

実現のための意識づくり

(10) ワーク・ライフ・バランスを実現するため

の意識啓発

2 男女が互いに人

権を尊重し暴力

のない社会

(6) 相談体制の強化と被害者保護・自立支援の

充実

4 困難な状況に置かれている方が

安心して暮らせる環境づくり
(8) 困難な状況に置かれている方への支援

5 生涯にわたる性と生殖に関す

る健康と権利（ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸﾃｨﾌﾞ･

ﾍﾙｽ/ﾗｲﾂ）の確立

(9) 生涯を通じた性と生殖に関する意識啓発と

健康支援

3 配偶者等からのあらゆる暴力

の根絶

(5) 配偶者等からの暴力を許さない意識づくり

2 あらゆる分野への男女共同参

画の推進

(3) 政策・方針決定過程への女性の参画の推進

(7) 関係機関等との連携強化

1 男女平等意識を

確立し、あらゆ

る分野で男女が

参画できる社会

（2） 市民や行政における男女平等意識の向上と

男女共同参画の推進

1 男女平等と男女共同参画の意

識づくり

（1） 学校教育等における男女平等意識の向上と

男女共同参画の推進

(4) 防災分野における男女共同参画の推進

めざす姿 重点課題 施 策

●基本目標● 人がひととして尊重されいきいきと暮らせる男女共同参画社会の実現をめざして



 

 

  

　は、本市における「女性活躍推進計画」とする。

　は、本市における「配偶者からの暴力の防止及び被害者支援基本計画」とする。

　㉚　女性の就業継続やキャリア形成の促進 71P

　㉗　子育て支援の充実 69P

　㉘　介護への支援の充実 70P

　㉙　出産・子育て、介護等のために離職した女性への就労支援 70P

　㉓　事業者へのワーク・ライフ・バランスについての意識啓発と情報提供 60P

　㉔　行政におけるワーク・ライフ・バランスの推進 60P

　㉕　男性に対する家庭生活への参画のための知識習得の推進

　⑲　ライフステージに応じた女性の健康支援の充実 56P

　⑳　性にかかわる健康と妊娠・出産について小中学生への意識啓発と情報提供 56P

　㉑　妊娠・出産にかかわる健康についての意識啓発と支援の充実 56P

64P

　㉒　市民へのワーク・ライフ・バランスについての意識啓発と情報提供 60P

　㉖　男性の地域活動への参画促進 64P

　⑪　相談体制の強化 46P

　⑫　被害者の安全確保のための支援 46P

　⑬　被害者の自立支援体制の充実 47P

　⑯　女性のための相談の実施及び関係機関との連携 52P

　⑰　性の商品化やセクシュアル・ハラスメント等性暴力の防止に向けた意識啓発と情報提供 52P

　⑱　性の多様性を尊重する意識啓発と理解の促進 53P

　⑩　配偶者等からの暴力防止のための啓発と情報提供 44P

　⑥　市の附属機関等への女性の参画の推進 37P

　⑦　政策・方針決定過程への女性の参画の推進に向けた啓発と情報提供 37P

　⑧　行政における女性の参画の推進 37P

　⑭　配偶者暴力相談支援センター機能の検討 47P

　⑮　関係機関等との連携による被害者支援の強化 48P

　②　学校教育における男女平等教育の推進 31P

　③　男女共同参画推進のための意識啓発 34P

　④　男女共同参画推進のための情報提供 34P

　①　幼児期からの男女平等教育の推進 31P

　⑤　行政における男女共同参画の推進 34P

　⑨　男女共同参画の視点に立った災害対策の推進 39P

施 策 の 方 向 ページ
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6．指標の一覧  

本計画では、計画の進捗度を的確に把握、評価することで、男女共同参画社会の実現に向けた取組を

計画的に推進するために、数値目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

指 標 策定時の値 現状値 目標値 

1 
学校教育の場において「男女平等である」 

と思う人の割合 
66.7% 66.8% 80% 

2 
性別による固定的な役割分担に「反対・ど

ちらかといえば反対」と思う人の割合 
47.6% 55.1% 70% 

指 標 策定時の値 現状値 目標値 

3 
市が設置する附属機関等における女性の

割合 

28.1% 33.8% 
50% 

4 市の女性管理職の割合 ― 
13.0% 

30% 

【資料】 

・1~2  男女共同参画に関する市民意識・実態調査（八王子市） 

・4    目標値：次世代法及び女性活躍推進法に基づく八王子市特定事業主行動計画 

重点課題１ 男女平等と男女共同参画の意識づくり 

めざす姿１ 男女平等意識を確立し、あらゆる分野で男女が参画できる社会 

重点課題２ あらゆる分野への男女共同参画の推進 
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（平成 24 年度） 

（平成 24 年度） 

（平成 29 年度） 

（平成 29 年度） 

（平成 24 年度） 

（男女共同参画課調べ） 
（平成 29 年度） 

（男女共同参画課調べ） 
 

（平成 30 年 4 月） 

（職員課調べ） 



 

 

 

 

 
 
 
 

指 標 策定時の値 現状値 目標値 

5 
配偶者等から何度も暴力を受けたことがあ

る人の割合 
20.9% 21.2% 0% 

6 
配偶者等から一、二度暴力を受けたことが

ある人の割合 
30.4% 28.8% 0% 

 

 

 
 
 
 

指 標 策定時の値 現状値 目標値 

7 
セクシュアル・ハラスメントの被害経験者

の割合 
8.0% 7.7% 0% 

 

 

 

 

 

指 標 策定時の値 現状値 目標値 

8 
「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」と

いう言葉の認知度 
2.6% 2.6% 10% 

9 乳がん検診の受診率 30.2% 48.1% 50％以上 

10 子宮頸がん検診の受診率 35.0% 40.7% 50％以上 

【資料】 

・5~8   男女共同参画に関する市民意識・実態調査（八王子市） 

・9~10  八王子市 がん予防・がん検診に関する調査（40歳～69 歳のデータを分析）地域保健・健康増進事業報告 

 

（平成 24 年度） （平成 29 年度） 

（※） （平成 28 年度） 

（平成 28 年度） （※） 

重点課題 3 配偶者等からのあらゆる暴力の根絶 

めざす姿 2 男女が互いに人権を尊重し暴力のない社会 

重点課題 4 困難な状況に置かれている方が安心して暮らせる環境づくり 

重点課題 5 生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利(ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸﾃｨﾌﾞ･ﾍﾙｽ/ﾗｲﾂ)の確立 

（平成 24 年度） 

（平成 24 年度） 

（平成 24 年度） 

（平成 29 年度） 

（平成 29 年度） 

（平成 29 年度） 

（※）平成 22 年度 がん予防・がん検診に関する調査及び平成 23 年度 八王子市がん検診受診率より算出 
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指 標 策定時の値 現状値 目標値 

11 
理想の生活と現実の生活が一致している

人の割合 
17.8% 41.1% 50% 

12 
家事を男性・女性両方で平等に担っている

人の割合 
13.5% 14.9% 40% 

 

 

 

指 標 策定時の値 現状値 目標値 

13 保育施設の待機児童数 
 56 人 

 

0 人 

14 
育児休業制度を利用したかったができな

かった人の割合 
13.4% 12.7% 5% 

15 
介護休業制度を利用したかったができな

かった人の割合 
12.7% 8.2% 5% 

 

 

 

指 標 策定時の値 現状値 目標値 

16 「男女共同参画社会」という言葉の認知度 
48.9% 55.1% 80% 

17 
「男女共同参画センター」を知っている人

の割合 

16.5% 17.8% 40% 

 

 

【資料】 

・11        市政世論調査   (※) 策定時の値は、平成 24 年度男女共同参画に関する市民意識・実態調査（八王子市） 

・12、14～17   男女共同参画に関する市民意識・実態調査（八王子市）  

重点課題６ ワーク・ライフ・バランスの実現のための意識づくり 

めざす姿３ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が実現し、 

      男女が安心して、いきいきと生活できる社会 

重点課題７ 男女が共にいきいきと働くための環境の形成 

男女共同参画の推進 

（平成 30 年 4 月） 

（子どものしあわせ課調べ） 
（平成 31 年 4 月） 

 

（平成 24 年度） 

（平成 24 年度） 

（平成 24 年度） 

（平成 24 年度） 

（平成 24 年度） （平成 29 年度） 

（平成 29 年度） 

（平成 29 年度） 

（平成 29 年度） 

（平成 29 年度） 

（平成 30 年度） 

― 

（※） 
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Ⅲ 

 

 

 

 

 

 

［現状と課題］ 

これまで「人がひととして尊重され、性別にかかわりなく、その個性と能力を発揮すること

ができる男女共同参画社会の実現」に向けて、さまざまな制度や環境の整備がすすめられてき

ました。性別による固定的な役割分担意識は、時代とともに変わりつつありますが、いまだ根

強く残っています。 

男女共同参画社会実現に向けた取組の推進に当たっては、幼児期から性別にかかわりなく互

いを尊重することの大切さを伝えることが重要です。また、市民にもっとも身近な基礎自治体

である市町村が率先して男女共同参画を推進する必要があります。 

共働き世帯が増加する中、性別で役割を固定的に考えるのではなく、仕事や家事、育児など、

これまで以上にさまざまな分野で、男性と女性が協力し合うことが必要になっています。 

 

［めざす方向］ 

女性も男性も、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができるよう、

継続的な意識啓発や教育を通して、固定的性別役割分担意識を見直し、「男女平等と男女共同参

画の意識づくり」を推進します。 

 

 

  

Ⅰ  計画の内容 Ⅲ  

計
めざす姿１ 男女平等意識を確立し、あらゆる分野で男女が参画できる社会 

重点課題１ 男女平等と男女共同参画の意識づくり 
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取組内容 

施策の方向 ① 幼児期からの男女平等教育の推進 

No. 取組名 概要 所管 

1 幼稚園、保育所、児童館、

学童保育所等職員の男

女共同参画についての

意識づくり 

幼児期からの男女平等教育をすすめるため、幼稚園、保育所、

児童館、学童保育所等職員の男女共同参画に関する理解を深め

るための意識啓発をさまざまな方法で行います。 

○男女共同参画への理解を深めるための研修や男女共同参画の

視点に立った保育所自己評価の実施 

○指定管理者への研修等の実施 

保 育 幼 稚 園 課 

 
児 童 青 少 年 課 

施策の方向 ② 学校教育における男女平等教育の推進 

No. 取組名 概要 所管 

2 教職員の男女共同参画

についての意識づくり 

男女共同参画への理解を深めるための、教職員を対象とした研

修等を実施します。 

○男女平等教育をすすめるための教職員研修等の実施 

指 導 課 

3 男女共同参画の視点に

立った学校教育の実施 

 

教育活動のあらゆる場面で、男女共同参画の視点に立った指導

を行います。 

○男女平等教育の総合的、系統的な推進 

〇男女平等を知識として身につけるだけでなく、知識に基づき

行動できる児童・生徒の育成 

○男女共同参画の視点に立った進路指導の充実 

指 導 課 
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取組内容 

施策の方向 ③ 男女共同参画推進のための意識啓発 

No. 取組名 概要 所管 

4 男女共同参画の視点に立

った講座等の実施 

固定的性別役割分担意識の見直し等、男女共同参画に関する

理解を深めるための講座等を実施します。 

○男女共同参画に関する講座等の実施 

○生涯学習関連所管による男女共同参画の視点に立った講座
等の実施 

○自主活動グループの育成 

○託児サービスの実施 

学 園 都 市 文 化 課 
 

男 女 共 同 参 画 課 

 
学 習 支 援 課 

施策の方向 ④ 男女共同参画推進のための情報提供 

No. 取組名 概要 所管 

5 男女共同参画に関する情

報の収集と提供 

固定的性別役割分担意識の見直し等、男女共同参画に関する

理解を深めるための情報の収集と提供を行います。 

○広報、ホームページ、情報紙「ぱれっと」等による情報提

供 

○資料情報コーナーによる情報提供 

○図書館における男女共同参画に関する蔵書の充実と情報提
供 

男 女 共 同 参 画 課 
 

図 書 館 

施策の方向 ⑤ 行政における男女共同参画の推進  

No. 取組名 概要 所管 

6 職員研修の充実 職員を対象とした、男女共同参画に関する理解や認識を深め

るための研修を実施し、男女共同参画意識の向上を図ります。 
男 女 共 同 参 画 課 

 

職 員 課 

7 職員に向けた情報提供の

充実 

行政情報ネットワークや職員研修（e ラーニング等）を通して、

男女共同参画に関する情報提供を行います。 男 女 共 同 参 画 課 

8 性別によらない職務分担

等の推進 

職員が性別にかかわらず、能力を発揮できる職場づくりを推進しま

す。 

○性別による区別のない職場環境づくり 

○男女共同参画の視点に立った印刷物・出版物の作成 

全 課 

34 



 

 

 

  

 

［現状と課題］ 

男女共同参画をすすめるためには、意識の変革とともにあらゆる分野において、男女が対等

な立場で参画することが重要です。しかし、さまざまな分野で活躍する女性が増加しているも

のの、その分野には偏りが見られ、特に、政治分野や方針・意思決定の場への参画は十分とは

言えない状況です。このような中、平成 27（2015）年に「女性活躍推進法」が施行され、働

く場面で活躍したいという希望をもつすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる環

境の整備が求められています。それに加え、職業生活にとどまらず、「職場・家庭・地域などあ

らゆる場」においての女性の活躍が必要とされています。 

また、過去の災害においては、救援物資の配分や避難所運営等で、男女共同参画の視点が不

十分であることから、男女のニーズの違いに応じた対応ができないという多くの問題が発生し

ています。このような問題を改善していくためには、防災や復興に関する政策・方針決定過程

への女性の参画を拡大し、男女共同参画の視点を取り入れていくことが重要です。 

 

［めざす方向］ 

男女共同参画に関する意識啓発や情報提供を通して、あらゆる分野での男女共同参画を推進

します。また、市民にもっとも身近な基礎自治体である市において政策・方針決定過程への女

性の参画を積極的に働きかけ、男女共同参画の視点に立った行政運営を推進します。 
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重点課題２ あらゆる分野への男女共同参画の推進 



 

 

 

取組内容 

施策の方向 ⑥ 市の附属機関等への女性の参画の推進 

No. 取組名 概要 所管 

9 附属機関等への女性の登

用推進 

附属機関等の委員等の改選や新たな附属機関等の設置におい

て、女性の登用を積極的にすすめます。 全 課 

附属機関等の改選及び設置時期を把握し、女性委員等の登用

を推進するための働きかけを強化します。また、附属機関等

の委員等の無作為抽出方式による市民委員等公募制度
※

の活

用を各所管に働きかけ、附属機関等における女性の登用率の

向上を図ります。 

※ 附属機関・懇談会等の委員・参加者の公募において、無作為

抽出した市民に案内文を送付し、同意の返信があった市民を

「市民委員等候補者名簿」に登録して附属機関・懇談会等の

委員・参加者の改選時等に就任を依頼するもの 

男 女 共 同 参 画 課 
 

広 聴 課 

施策の方向 ⑦ 政策・方針決定過程への女性の参画の推進に向けた啓発と情報提供 

No. 取組名 概要 所管 

10 市民に対する女性の参画

の推進のための意識啓発

と情報提供 

政策・方針決定過程への女性の参画の必要性を市民に向け発

信します。 

○情報紙、ホームページ等による意識啓発と情報提供 

○民間団体や地域への働きかけ 

男 女 共 同 参 画 課 

施策の方向 ⑧ 行政における女性の参画の推進 

No. 取組名 概要 所管 

11 女性管理職登用促進のた

めの意識啓発と人材育成 

女性のキャリア形成につながる人材の育成を行います。 

○女性職員のためのキャリアデザイン研修等の実施 

○職員を対象とした研修等の実施 

男 女 共 同 参 画 課 
 

職 員 課 
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取組内容 

施策の方向 ⑨ 男女共同参画の視点に立った災害対策の推進 

No. 取組名 概要 所管 

12 災害対策に関する男女共

同参画の意識啓発 

市の防災に関する講座等において、男女共同参画の視点に立

った災害対策の必要性についての意識啓発をすすめます。 

○はちおうじ出前講座等の実施 

○チラシ・パンフレットの作成・配布 

男 女 共 同 参 画 課 
 
防 災 課 

13 男女共同参画の視点に立

った避難所運営マニュア

ルに基づいた訓練等の実

施及び備蓄の充実 

性別の違いに配慮した避難所運営マニュアルに基づいた訓練

等の実施や災害用備蓄物資を充実します。 

○避難所開設・運営に関する防災対策等の実施 

○女性等の視点に配慮した災害用物資の備蓄 

防 災 課 

 
避 難 所 担 当 部 

市 民 活 動 推 進 部 

学 校 教 育 部 

生 涯 学 習 ス ポ ー ツ 部 

図 書 館 部 
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［現状と課題］ 

ドメスティック・バイオレンス※1（以下「ＤＶ」という。）は犯罪となる行為をも含む重大

な人権侵害です。ＤＶ等の暴力は、女性が被害者となることが多く、この背景には性別によ

る固定的な役割分担意識が根強く残り、その意識が社会のしくみに深く入り込んでいること

や、配偶者等からの暴力を容認しがちな社会風土などがあると考えられます。法の整備によ

り、ＤＶについての認知は一定程度すすみましたが、配偶者等からの暴力は、依然として大

きな問題です。また、被害が深刻化するケースや男性の被害も増えています。さらに、近年、

高校生や大学生などにおけるデートＤＶ※2 が問題となっています。若年層への情報提供と意

識啓発によるデートＤＶの防止、暴力の根絶に向けた一層の意識啓発、関係機関の連携によ

る被害者保護と支援の強化が求められています。 

 

［めざす方向］ 

配偶者等からのあらゆる暴力をなくすため、社会全体で暴力を許さない意識を高め、ＤＶ、

デートＤＶを防止するための意識啓発を積極的にすすめます。また、暴力被害が潜在化しな

いよう相談体制を充実させます。さらに、被害者の安全確保、自立に向けた支援のため、関

係機関の連携を強化します。 

 

※１ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 

配偶者、元配偶者または事実婚のパートナーなど親密な関係にある男女間における暴力のことを言いま

す。暴力は、殴る・蹴るなどの身体的暴力だけではなく、精神的に有害な影響を及ぼす言動も含まれます。

これらの暴力の多くは家庭内で起こるため、他の人に見つかりにくく、長期にわたり繰返し行われること

で、被害者に恐怖や不安を与えるため、深刻なダメージを受ける場合が多くあります。 

※２ デートＤＶ 

恋人同士など結婚していない男女間で起こる暴力のことを言います。身体的暴力だけでなく、貸したお金を返さないな

どの経済的暴力、セックスを強要する・避妊に協力しないなどの性的暴力、携帯電話や手紙を勝手に見る、大声で怒鳴

る、友人関係を制限するなどの精神的暴力等の行為が学生など若年層においても起きています。これらの暴力は将来、

深刻な夫婦間のＤＶにつながる可能性もあり対策が必要となっています。 
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めざす姿 2 男女が互いに人権を尊重し暴力のない社会 

重点課題 3 配偶者等からのあらゆる暴力の根絶 



 

 

 

  

取組内容 

施策の方向 ⑩ 配偶者等からの暴力防止のための啓発と情報提供 

No. 取組名 概要 所管 

14 ＤＶを防止するための意

識啓発と情報提供の充実 

ＤＶについての認識を深め、防止するための啓発をさまざま

な方法で積極的に行います。 

〇情報紙、ホームページ等による意識啓発と情報提供 

〇講演会、研修等の実施 

男 女 共 同 参 画 課 

15 デートＤＶを防止するた

めの意識啓発と情報提供

の充実 

デートＤＶについての認識を深め、防止するための啓発をさ

まざまな方法で積極的に行います。 

〇情報紙、ホームページ等による意識啓発と情報提供 

〇教育現場等に出向いての講座等の実施 

学 園 都 市 文 化 課 
 

男 女 共 同 参 画 課 

16 関係所管職員の理解を深

めるための研修等の実施 

被害者の支援にかかわる職員の理解を深め、二次加害を防止

するための研修等を実施します。 
男 女 共 同 参 画 課 
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取組内容 

施策の方向 ⑪ 相談体制の強化 

No. 取組名 概要 所管 

17 被害者の早期発見と支援

のための相談の実施 

各相談事業における被害者の早期発見及び関係機関との連携

強化により被害者支援を行います。 
男 女 共 同 参 画 課 

総 務 課 
市 民 生 活 課 
高 齢 者 福 祉 課 

障 害 者 福 祉 課 
生 活 自 立 支 援 課 
大横保健福祉ｾﾝﾀ  ー

東浅川保健福祉ｾﾝﾀ  ー
南大沢保健福祉ｾﾝﾀ  ー
保 健 対 策 課 

子ども家庭支援センター 

子 育 て 支 援 課 
教 育 支 援 課 

施策の方向 ⑫ 被害者の安全確保のための支援 

No. 取組名 概要 所管 

18 被害者の安全確保のため

の支援 

関係機関と連携、協力し被害者の安全確保を図ります。 

○緊急一時保護の実施及び支援 

○情報管理の徹底 

高 齢 者 福 祉 課 
 
障 害 者 福 祉 課 

 
生 活 自 立 支 援 課 

19 民間シェルターへの運営

支援による被害者の安全

確保 

被害者の緊急一時保護を行う民間シェルターに対し、補助金

を交付することにより、運営の安定を図り、被害者の安全確

保につなげます。 

○民間シェルターに対する補助金の交付 

男 女 共 同 参 画 課 

20 外国人被害者のための通

訳等の支援 

外国人被害者の安全確保のため、関係機関と連携、協力して

支援を行います。 

○外国人への相談に関する情報提供 

○外国人のための相談の実施と通訳の支援 

多文化共生推進課 
 

男 女 共 同 参 画 課 

21 住民基本台帳事務におけ

る支援措置 

被害者の安全を確保するため、住民基本台帳事務において被

害者の申出に基づき、加害者からの住民票の写し等の請求を

拒むことにより、支援を行います。 
市 民 課 

22 児童・生徒の安全確保と就

学に関する支援 

被害者の子どもの就学に関する手続きについて支援を行いま

す。また、被害者とその子どもの情報管理を徹底します。 教 育 支 援 課 
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施策の方向 ⑬ 被害者の自立支援体制の充実 

No. 取組名 概要 所管 

23 被害者の就労等における

支援の実施 

被害者に対し、自立に向けた就労等の支援を行います。 

〇就労等自立に向けた講座等の実施 

〇生活の自立に向けた支援 

男 女 共 同 参 画 課 

 
生 活 自 立 支 援 課 
 

子 育 て 支 援 課 

24 被害者の子育てに関する

手当支給の手続きに対す

る支援 

子どもを養育する被害者に対し、関係所管と連絡調整を行い、

子育てに関する手当支給の手続きについて支援を行います。 
子 育 て 支 援 課 

25 被害者の国民健康保険加

入等の手続きに対する支

援 

被害者の国民健康保険加入等の手続きについて関係機関と連

絡調整を行い、保険証の交付及び医療機関等の受診に支障が

ないよう支援を行うとともに、情報連携による個人情報漏え

いを防ぐ対応を行います。 

保 険 年 金 課 

26 被害者の住宅に関する支

援 

被害者に対し、市営住宅の入居相談のほか、関係所管と連携

して住宅を探すための情報提供を行います。また、一時的・

緊急的に住宅に困窮する被害者に対し、その必要度に応じて

市営住宅が提供できるよう関係所管との連携を強化します。 

住 宅 政 策 課 

27 保育所、学童保育所等の入

所に関する支援 

被害者が養育する子どもの保育所、学童保育所等の入所に関

する支援を行います。 

○保育施設の入所に関する手続きの支援 

○学童保育所の入所に関する手続きの支援 

○被害者等に関する情報管理の徹底 

保 育 幼 稚 園 課 

 
児 童 青 少 年 課 

施策の方向 ⑭ 配偶者暴力相談支援センター機能の検討 

No. 取組名 概要 所管 

28 配偶者暴力相談支援セン

ター機能の検討 

配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、配

偶者暴力相談支援センター機能を備える検討を行います。 
男 女 共 同 参 画 課 
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取組内容 

施策の方向 ⑮ 関係機関等との連携による被害者支援の強化 

No. 取組名 概要 所管 

29 警察・女性相談センター

等関係機関との連携 

 

ＤＶ被害者支援連絡会議を通じ、情報の共有を図り、ＤＶの

防止、早期発見、被害者の自立に向けて連携を強化します。 男 女 共 同 参 画 課 

30 ＤＶ被害者支援を行う民

間団体への支援 

 

ＤＶ被害者支援を行う民間団体に対し、活動場所の確保等の

支援を行います。 
男 女 共 同 参 画 課 
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［現状と課題］ 

男女が互いに人権を尊重し、誰もが安心して暮らせる環境をつくることは、男女共同参画社

会を実現していく上で必要不可欠なことです。しかし、近年では、性の商品化の問題、セクシ

ュアル・ハラスメント等に加え、「アダルトビデオ出演強要問題」や「JK ビジネス問題」など

若年層を対象とした性暴力は多様化している実態があり、人権を侵害する深刻な社会問題とな

っています。また、社会や経済の急速な変化による非正規雇用やひとり親世帯の増加など、幅

広い層で貧困など生活上の困難を抱える人の増加が見られます。さらに、性的指向や性自認※な

どによる性に関する偏見や差別により、困難な状況に置かれている人がいます。 

さまざまな理由から困難な状況に置かれている人が安心して暮らせるようになるためには、

社会のあらゆる分野における男女共同参画の視点を踏まえて取組を進めていく必要があります。 

 

［めざす方向］ 

さまざまな理由から困難な状況に置かれている人が安心して暮らせる環境をつくるため、人

権を侵害する行為が生じないよう多様な性のあり方を認める考え方を含め、正しい知識の普及

と理解の促進を引き続き行うとともに、困難な状況に置かれている人への支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 性的指向・性自認 

性的指向とは、人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念を言います。性自認とは、自分自身

の性別を自分でどのように認識しているかということで、「心の性」と言い換えられることもあります。 
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重点課題 4 困難な状況に置かれている方が安心して暮らせる環境づくり 



 

 

 

取組内容 

施策の方向 ⑯ 女性のための相談の実施及び関係機関との連携 

No. 取組名 概要 所管 

31 女性のための相談の実施及

び関係機関との連携 

 

男女共同参画の視点に立った相談を実施するとともに、関

係機関との連携を行います。 

○女性の抱えるさまざまな悩みや人権にかかわることに

ついての相談の実施 

○生活の自立に向けた支援の実施 

○ひとり親家庭のための相談の実施 

男 女 共 同 参 画 課 
 
生 活 自 立 支 援 課 

 
子 育 て 支 援 課 

 

施策の方向 ⑰ 性の商品化やセクシュアル・ハラスメント等性暴力の防止に向けた意識啓発と 

情報提供 

No. 取組名 概要 所管 

32 性暴力の防止及び性暴力被

害から若年層を守るための

意識啓発と情報提供の充実 

「アダルトビデオ出演強要問題」や「JK ビジネス問題」

など、若年層を対象とした性暴力防止のための意識啓発と

情報提供を行います。また、青少年の性暴力被害等につい

て青少年健全育成団体等への意識啓発と情報提供を行い

ます。 

○情報紙、ホームページ等による意識啓発と情報提供 

○青少年育成指導員等への意識啓発と情報提供 

男 女 共 同 参 画 課 
 

児 童 青 少 年 課 

33 性の商品化やメディアリテ

ラシー※等についての意識

啓発 

性の商品化が人権侵害であることやメディアリテラシーにつ

いての理解を深めるための意識啓発を行います。 

○講座等の実施 

○情報紙、ホームページ等による意識啓発と情報提供 

男 女 共 同 参 画 課 

34 セクシュアル・ハラスメン

ト等防止についての意識啓

発と情報提供 

セクシュアル・ハラスメント等防止のための意識啓発と情報

提供を行います。 

○情報紙、ホームページ等による意識啓発と情報提供 

○職員対象のハラスメント防止研修等の実施 

男 女 共 同 参 画 課 

 
安 全 衛 生 管 理 課 

  

※ メディアリテラシー 

情報が流通する媒体（メディア）を使いこなす能力。メディアの特性や利用方法を理解し、適切な手段で自分の考えを他者に伝

達し、あるいは、メディアを流れる情報を取捨選択して活用する能力のことです。 
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施策の方向 ⑱ 性の多様性を尊重する意識啓発と理解の促進 

No. 取組名 概要 所管 

35 性的指向・性自認について

の調査・研究 

性的指向・性自認などを理由に、困難な状況に置かれて

いる方の現状及び課題を把握するための調査・研究を行

います。 

総 務 課 

36 性的指向・性自認について

の意識啓発と情報提供 

性的指向・性自認など、性の多様性を尊重するための意

識啓発と情報提供を行います。 

○講座等の実施 

○情報紙・ホームページ等による意識啓発と情報提供 

○職員研修等の実施 

男 女 共 同 参 画 課 

総 務 課 

職 員 課 
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 ［現状と課題］ 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツは、女性自身が自らの体と健康に関する正しい知識を

持ち、カップルや個人が子どもを産むかどうか、産むとしたらいつ、何人産むのかといった、

性と生殖について自己決定する権利を持つというものであり、妊娠・出産を含む性の問題を

女性の人権にかかわる問題としてとらえる考え方です。女性が自らの性に対して主体的な生

き方を選ぶことができる社会が求められている中、女性は思春期から妊娠・出産期など生涯

を通じて男性とは異なる特有の生理的機能を有しており、ライフステージにあわせた女性の

健康づくりへの支援が必要となります。 

 

［めざす方向］ 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツの考え方に基づき、妊娠・出産や性に関する基本的な

理解をはじめ、女性が生涯にわたり健康な生活をおくることができるよう、ライフステージ

ごとの課題に応じた健康支援を行っていきます。 

 

 

 

 

  

54 

重点課題 5 生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利(ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸﾃｨﾌﾞ･ﾍﾙｽ/ﾗｲﾂ)の確立 



 

 

 

取組内容 

施策の方向 ⑲ ライフステージに応じた女性の健康支援の充実 

No. 取組名 概要 所管 

37 女性の健康づくりに関する

普及啓発 

 

女性の性の健康に関する理解を深めるための意識啓発と情報

提供を行います。 

○講座等の実施 

○情報紙、ホームページ等による意識啓発と情報提供 

○健康フェスタ・食育フェスタ等のイベントを通じて女性特

有の疾病についての普及啓発 

男 女 共 同 参 画 課 

健 康 政 策 課 

成 人 健 診 課 

大横保健福祉ｾﾝﾀ  ー

東浅川保健福祉ｾﾝﾀ  ー

南大沢保健福祉ｾﾝﾀ  ー

38 女性の健康づくりに関する
支援 

性にかかわる健康支援及び女性特有の体の変化に応じた健康

相談を行うことにより、各ライフステージにおける健康を維

持できるよう支援を行います。 

○各種検査・検診の実施 

○不妊・不育に関する相談や特定不妊治療の支援 

成 人 健 診 課 
 
保 健 対 策 課 

施策の方向 ⑳ 性にかかわる健康と妊娠・出産について小中学生への意識啓発と情報提供 

No. 取組名 概要 所管 

39 学習指導要領に基づいた適

正な性教育の実施 

適正な性教育を実施することにより、妊娠など性にかかわる

健康への理解を児童期から促進します。 

○各学校における学習指導要領の趣旨を踏まえた性教育の実

施 

指 導 課 

40 思春期からの性にかかわる

健康と妊娠・出産について

の意識啓発と情報提供 

 

小学校の中・高学年の親子を対象とし、体の仕組み、妊娠や

性被害予防等の理解を深めるための意識啓発と情報提供を行

います。また、中学生を対象に、赤ちゃんやその家族とふれ

あう体験等を通して、命の大切さや妊娠・出産への理解の促

進を図ります。 

○講座等の実施 

○助産師による命・妊娠・出産などに関する講義 

○妊婦・乳幼児親子とのふれあい等を通じた体験学習の実施 

男 女 共 同 参 画 課 

 
子どものしあわせ課 

施策の方向 ㉑ 妊娠・出産にかかわる健康についての意識啓発と支援の充実 

No. 取組名 概要 所管 

41 妊娠期から子育て期まで

の切れ目のない支援の実

施 

 

妊娠期からの切れ目のない支援のしくみとしての八王

子版ネウボラの充実を図ります。 

○妊娠・出産等に関する相談 

○妊婦面談や妊娠期の母親、父親を対象とした講座等の

実施 

○「親と子の保健バッグ」「親子の健康ガイド」の配布 

○産後の赤ちゃん訪問や産後ケア事業等の実施 

大横保健福祉ｾﾝﾀ  ー

 
東浅川保健福祉ｾﾝﾀ  ー

 

南大沢保健福祉ｾﾝﾀ  ー
 

子ども家庭支援センター 
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［現状と課題］ 

性別や年代にかかわらずだれもが個性や能力を十分に発揮し、一人ひとりが自分らしい生き方

を選択するためには、仕事だけでなく家庭生活や地域活動など、個人の時間を持つことができる

よう、ワーク・ライフ・バランスを推進していくことが必要です。一人ひとりが各々のライフス

テージにおいて、自らに合った仕事と家庭生活や地域活動などへのかかわり方を選択していくこ

とが重要です。 

ワーク・ライフ・バランスを実現するには、市民がワーク・ライフ・バランスについての理解

を深めるだけでなく、事業者がワーク・ライフ・バランスの重要性を理解し、主体的に労働環境

を整えるための取組をすることが必要です。 

 

［めざす方向］ 

市民及び事業者に対して、ワーク・ライフ・バランスに関する意識啓発や情報提供を行い、多

様な働き方を可能とする環境づくりを推進します。また、男性の家庭生活や地域活動への参画を

促進する取組をすすめます。 
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めざす姿３ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が実現し、 

      男女が安心して、いきいきと生活できる社会 

重点課題６ ワーク・ライフ・バランスの実現のための意識づくり 



 

 

 

取組内容 

施策の方向 ㉒ 市民へのワーク・ライフ・バランスについての意識啓発と情報提供 

No. 取組名 概要 所管 

42 ワーク・ライフ・バランス

及び女性活躍を推進するた

めの意識啓発と情報提供 

市民のワーク・ライフ・バランス及び女性活躍推進について

の理解を深めるための意識啓発と情報提供を行います。 

○講座等の実施 

○情報紙、ホームページ等による意識啓発と情報提供 
男 女 共 同 参 画 課 

施策の方向 ㉓ 事業者へのワーク・ライフ・バランスについての意識啓発と情報提供  

No. 取組名 概要 所管 

43 ワーク・ライフ・バランス

及び女性活躍推進のための

関係法規等の周知と意識啓

発 

 

事業者を対象としたセミナー等の開催によりワーク・ライ

フ・バランス及び女性活躍推進についての意識啓発と情報提

供を行います。 

○関係機関と連携したセミナー等の開催 

○事業者向けワーク・ライフ・バランス啓発パンフレット及

び女性活躍推進に関する資料の作成・配布 

男 女 共 同 参 画 課 
 

産 業 政 策 課 

44 ワーク・ライフ・バランス

及び女性活躍を推進する企

業の紹介と支援 

 

仕事と子育ての両立支援に取り組む企業及び女性活躍を推進

する企業を紹介します。また、企業自身の主体的な取組を促

進させる企業を支援します。 

○ワーク・ライフ・バランスを推進する企業の紹介 

○女性活躍を推進する企業の紹介  

○子育て応援企業の取組を紹介 

○公共調達において事業者の男女共同参画の取組を評価 

男 女 共 同 参 画 課 

 
子どものしあわせ課 
 

契 約 課 

施策の方向 ㉔ 行政におけるワーク・ライフ・バランスの推進  

No. 取組名 概要 所管 

45 職場におけるワーク・ラ

イフ・バランスの推進 

 

各職場において、ワーク・ライフ・バランス推進に向け取り組

みます。 全 課 

全所管に対し、ワーク・ライフ・バランス推進の取組を働きか

けます。 
男 女 共 同 参 画 課 
 
安 全 衛 生 管 理 課 

46 育児休業及び介護休暇制

度の周知と取得に向けた

職場の環境づくり 

 

育児休業及び介護休暇制度を周知するとともに、制度を利用し

やすい職場環境づくりをすすめます。 

〇行政情報ネットワーク等を利用した育児休業や介護休暇制度

の周知 

○育児休業者の復職を支援する研修等の実施 

男 女 共 同 参 画 課 

 
労 務 課 
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取組内容 

施策の方向 ㉕ 男性に対する家庭生活への参画のための知識習得の推進  

No. 取組名 概要 所管 

47 男性に対する家事・育児・

介護に関する知識習得のた

めの講座等の実施 

男性が家事・育児・介護等、家庭生活に参画するための講座

等を実施します。 
男 女 共 同 参 画 課 

 
児 童 青 少 年 課 
 

福 祉 政 策 課 

48 育児に参画するための妊娠

期からの講座等の実施 

 

妊娠期から講座等により、父親の育児参画を図ります。 

○妊娠期の母親、父親を対象とした講座等の実施 

○「父親ハンドブック」の配布 

大横保健福祉ｾﾝﾀ  ー
 

東浅川保健福祉ｾﾝﾀ  ー

 
南大沢保健福祉ｾﾝﾀ  ー

 

施策の方向 ㉖ 男性の地域活動への参画促進  

No. 取組名 概要 所管 

49 地域活動への参画を促すた

めの機会の提供 

 

男性の地域活動への参画のきっかけとなる講座等の実施や生

涯学習を支援する人材の養成を行います。 

○地域活動に参画するきっかけとなる講座等の実施 

○「生涯学習コーディネーター」養成講座の実施 

協 働 推 進 課 

 
生 涯 学 習 政 策 課 
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［現状と課題］ 

人々の価値観やライフスタイルが多様化し、自らの望むスタイルで生活したいと考える人が増

える一方、結婚や出産を機に退職する女性の割合は依然として高く、男性の仕事優先の働き方も

続いています。女性の能力が仕事を通じ社会で十分に活かされないことは、女性にとっても社会

にとっても大きな損失です。多様な働き方を支援するための取組のうち、子育て支援については、

保育施設の待機児童は年々減少するなど、一定の効果も見られますが、女性が出産や子育ての時

期に離職することなく、家庭生活と仕事を両立できるよう、子育て支援のさらなる充実が求めら

れています。さらに、近年は仕事と介護の両立が男女ともに大きな課題となっています。今後は、

子育て支援とともに介護への支援の充実や、働き続けたい女性が働き続けることができ、キャリ

アを形成するための環境を整備していくことが必要です。 

 

［めざす方向］ 

だれもが仕事と子育て、介護、地域活動など自らの望むバランスを実現し、いきいきと生活で

きるよう、子育て、介護などへの支援を充実して、多様な働き方を可能とする環境整備を推進し

ます。 
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重点課題７ 男女が共にいきいきと働くための環境の形成 



 

 

 

取組内容 

施策の方向 ㉗ 子育て支援の充実  

No. 取組名 概要 所管 

50 保育所等の受け入れ体制の

充実 

保護者が安心して子育てをしながら働くことができるよう、

安全な保育環境を整備します。 

○安全な保育環境の確保 

○子どもを産み育てやすい環境の充実 

子どものしあわせ課 

51 障害児保育、一時保育、病

児病後児保育の充実 

保護者が安心して子育てをしながら働くことができるよう、

保育サービスの充実を図ります。 

○障害児保育の実施 

○一時保育の実施 

○病児病後児保育の実施 

保 育 幼 稚 園 課 

52 ファミリー・サポート・セ

ンター事業の実施 

地域での育児の相互援助活動であるファミリー・サポート・

センター事業により、子育て支援を行い、保護者と子どもの

生活の安定を図ります。 
子ども家庭支援センター 

53 子どものためのショートス

テイ、トワイライトステイ

の充実 

保護者の疾病、仕事等により一時的に子どもの養育が困難な

状況となった場合に、子どもを宿泊を伴って預かるショート

ステイや夕方から夜間に預かるトワイライトステイにより、

保護者と子どもの生活の安定を図ります。 

○ショートステイ、トワイライトステイの利用促進 

子ども家庭支援センター 

54 学童保育所等の受け入れ体

制の充実 

学童保育所等の受け入れ体制を強化し、児童の居場所を確保

することにより子育て支援を行います。 

○緊急時の保育等、学童保育の充実 

児 童 青 少 年 課 

55 親子ふれあい広場、親子つ

どいの広場の充実 

「親子ふれあい広場」「親子つどいの広場」の利用を通し、子

育て支援を行います。 

○養育に対する助言 

○父親の育児への積極的参加の促進 

子ども家庭支援センター 

56 ひとり親家庭の就労に向け

た支援の実施 

経済的に厳しい状況に置かれることの多いひとり親家庭の生

活安定と社会的自立を支援します。 

○ひとり親家庭の就労に向けた講座等の実施 

○ハローワークと連携した就労支援や、就労に結びつく可能
性の高い資格取得に向けた給付金の支給による自立に向け
た支援 

男 女 共 同 参 画 課 
 

子 育 て 支 援 課 

57 ひとり親家庭ホームヘルパ

ーの派遣 

日常生活を営むのに著しく支障のあるひとり親家庭に対し、

ホームヘルパーの派遣を行い、生活の安定を支援します。 子 育 て 支 援 課 
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施策の方向 ㉘ 介護への支援の充実  

No. 取組名 概要 所管 

58 介護に関する知識の普及 働く男女が安心して仕事と介護を両立できるよう、介護サー

ビスについての知識の普及に努め、介護に関する知識や技術

の向上を図ります。 

○はちおうじ出前講座や講演会の実施 

○広報やパンフレットによる周知 

○家族介護教室等の開催 

高 齢 者 福 祉 課 
 

介 護 保 険 課 

59 高齢者、障害者のためのシ

ョートステイ、緊急一時保

護の実施 

介護者の疾病や冠婚葬祭等、一時的に介護が困難な状況とな

った場合に、ショートステイや緊急一時保護により、高齢者、

障害者と家族の生活の安定を図り、介護者の負担を軽減しま

す。 

○高齢者緊急一時保護事業の実施 

○高齢者の生活支援ショートステイの実施 

○心身障害者（児）認定短期入所の実施 

○心身障害者（児）の日中一時支援の実施 

○心身障害者（児）の緊急一時保護の実施 

高 齢 者 福 祉 課 

 
障 害 者 福 祉 課 

60 自立支援及び介護予防の促

進 

高齢者が要介護状態とならず自立した生活がおくれるよう、

介護予防の意識づくりをすすめるとともに、健康を維持する

ための支援を行います。 

○介護予防教室の開催 

○家族介護者教室の開催 

○自立した生活機能維持のための介護予防の普及啓発の実施 

高齢者いきいき課 
 
高 齢 者 福 祉 課 

 
大横保健福祉ｾﾝﾀ  ー

 

東浅川保健福祉ｾﾝﾀｰ 
 

南大沢保健福祉ｾﾝﾀｰ 

施策の方向 ㉙ 出産・子育て、介護等のために離職した女性への就労支援  

No. 取組名 概要 所管 

61 就労支援のための講座等の

実施と情報提供 

出産・子育て、介護等のために離職した女性の就労につなが

る知識の習得や意識向上を図ります。 

○再就職等をめざす女性を対象としたセミナーや講座等の実
施 

○チラシやパンフレットによる情報提供 

男 女 共 同 参 画 課 
 

産 業 政 策 課 

62 女性の起業への支援 起業をめざす女性に対する支援を行います。 

○女性の起業に向けた講座等の実施 

○創業塾等による創業支援 

○資金面による創業支援 

男 女 共 同 参 画 課 
 

産 業 政 策 課 
 

企 業 支 援 課 

63 八王子しごと情報館での情

報提供と就労支援 

就労を希望する女性に対し、八王子しごと情報館において、

ハローワークと連携して情報提供と就労のための支援を行い

ます。 

○しごと情報館相談員による職業相談の実施 

○子育て中の女性が利用しやすい環境の提供 

男 女 共 同 参 画 課 
 

産 業 政 策 課 

70 



 

 

施策の方向 ㉚ 女性の就業継続やキャリア形成の促進 

No. 取組名 概要 所管 

64 女性の就業継続やキャリア

形成の促進への支援 

事業者や働きたい女性を対象としたセミナー等の開催により

女性の就業継続やキャリア形成を支援します。 

○働いている女性向けにスキルの向上やキャリア形成を促す
ための講座等の実施 

○関係機関と連携したセミナー等の開催 

学 園 都 市 文 化 課 
 

男 女 共 同 参 画 課 
 

産 業 政 策 課 
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 本市は、平成 27 年 4 月に中核市に移行し、地域の実情に合わせた自立した行政運営を行う中で、

社会情勢の変化やこれに伴う市民からの要望等に対して、地域の実情を踏まえた幅広い検討を行い、

課題を整理していくことが必要となってきます。 

このような状況を踏まえて、男女共同参画社会の実現に向け、市職員一人ひとりの男女共同参画

の視点に立った取組や市民との協働により、「第 3 次プラン 2019 改定版」の施策をより一層推進

していきます。 
 

（1）プランの進行管理 

「第３次プラン 2019 改定版」については、年度毎に、各所管課の取組の実績とその成果を評価

し、次年度以降の施策に反映させていきます。評価に当たっては、学識経験者、公募市民等で構

成された八王子市男女共同参画施策推進会議において、意見又は助言を求めていきます。 

取組 所管 

○八王子市男女共同参画施策推進会議による事業への意見又は助言 

○事業評価結果の公表 
男 女 共 同 参 画 課  

 

（2）男女共同参画センターの運営 

 男女共同参画施策推進の拠点である「男女共同参画センター」のさらなる周知を図るとともに、

男女共同参画の視点に立った講座や相談業務等を実施し、より効果的に事業を展開します。 

取組 所管 

○男女共同参画センター及びセンター事業の周知・情報発信 

○学習、交流の機会の提供 

○相談事業の実施 

○情報の収集と提供 

○学習、相談等における託児の実施 

○調査、研究の実施 

男 女 共 同 参 画 課  

 

（3）国・東京都等との連携 

 男女共同参画社会の実現に向けた課題には、市だけでは解決できないものが多く存在しており、

法や制度の整備に向け、国や東京都との連携を図ります。また、他自治体との情報共有を図りま

す。 

 

 

男女共同参画の推進 
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